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1  前回懇話会の主な意見とその対応 

1-1 前回懇話会における課題の抽出結果 

(1) 主要事業の課題（第 9 次治水事業七箇年計画事業関連） 

現現状状評評価価  課課題題  

環環  

境境  

防防
災災
・・水水
資資
源源  

金城ダム・真嘉比遊水地の完成により、浸水面積で85％、浸水戸数で90％の改善が図られているが、下流河川

では未整備の区間がある 
地域の人々が自由に利用できる空間として、様々なレクリエーションに利用されている 

多自然型川づくりの実施により、従来の河川改修と比較して、生物生息環境への配慮、自然環境、景観の保全が

図られたが、必ずしも個々の環境、特性に適した川づくりとなっていない面もある 
 
・沖縄らしい個々の河川特

性に配慮した多自然川づく

り 
 
・河川へのアクセス性、親

水空間の更なる充実 
 
・整備済み河川の維持管

理、利活用に向けた取り組

み 

下流沿川の洪水被害の軽減や、安定的な水資源の確保に効果を発揮（羽地ダム、我喜屋ダム）しつつ、スポー

ツ、レクリエーションを楽しめる空間としても利用されている（羽地ダム） 
洪水被害の軽減や水資源の安定供給を図るとともに地域に開かれたダムの建設を推進中（北西部河川総合開

発、東部河川総合開発、儀間川総合開発） 

浸水被害の解消とともに、奥武山公園側で親水性の高い護岸整備を完了し、公園と一体となった良好な水辺空間

を創出した 

砂防事業の実施により、土砂災害を未然に防止し、生命財産を守るとともに、ろ過式透過型の砂防ダムの開発に

より、赤土砂流出を抑制 

都市部における河川空間が確保され、隣接する緑地公園と一体となった地域の交流点として賑わいが期待される

（平成19年度完成予定） 

河川護岸をブロック積みから自然石積みへ改良し河川環境の保全整備を行った。沿川の駅舎を中心に人々の往

来が活発化し、飲食店等、様々な店が建ちはじめ賑わいが生まれてきているが、親水空間に乏しい 

土砂災害からの安全を確保するとともに、自然石を配置すること等により渓流環境の保全に配慮した 

可能な限り自然の草木を残した工法を取り入れたことにより、斜面の安定と共に早期の樹木林の再生が図られた 

県内主要河川に水位計や雨量計を設置し情報収集システムを整備したことにより、洪水時の状況の的確な把握、

水防管理者への迅速な情報提供が可能となった 
国場川、安里川等にCCTVカメラを設置し、映像による河川監視システムの整備を進めている 
国管理ダムにおいては、光ファイバーケーブルを導入し、高速、大容量の情報収集が可能となった。また、地震観

測データは、全国展開されている地震ネットワークへ情報提供している 

既往施設の老朽化対策が終了し、調整水路による開発水量43,000m3/日の機能を維持 

ダム貯水量などの水源情報（渇水情報）の提供、沖縄総合事務局、沖縄県等で構成する沖縄渇水対策連絡協議

会にて節水を呼びかけるステッカーを作成・配布 
地下水、遊休水源、下水処理水利用等、様々な水源についての調査を実施 

歴歴
史史
・・ふふ
るる
ささ
とと 

浸水被害の軽減に大きな役割を果たしているが、下流河川では一部未整備の区間が残されている 
ダム本体の景観や琉球王朝時代における川と文化の関わりなど歴史的なつながりに配慮した整備を実施し、市民

の憩いの場となっている

ワークショップの開催により、住民と一体となった川づくりを推進中 

国場川水系において、水に親しむ川づくり推進連絡協議会（行政）と環境行動計画モデル事業プロジェクトチーム

（行政、住民、NPO、企業）を設置 
河川愛護活動にかかる助成金交付事業を創設し、H19年度は31団体が申請 

 
・有識者、各種河川愛護団

体との連携・支援体制の

強化 

 
 
 
・都市部における防災対策

の重点化 
 
・離島における水不足の懸

念 
 
・増加する人口及び観光

客数に対応する安定的な

水資源確保 
 
・わかりやすい水資源に関

する情報提供 
 
・整備された施設の適切な

維持管理 

アア
ジジ
アア
・・未未
来来  

ろ過式透過型砂防ダム等、赤土砂流出対策を付加した砂防ダムに関する研究を実施し、大小掘川砂防事業へ適

用 

堆積赤土砂の有効利用方策について種々検討し、レンガの試作品を作成 

現地観測結果等からある程度の赤土砂補足効果は認められたが、陸地化を促進するといった課題も残された 

 
 
・流域一環となった赤土砂

流出対策の取り組み 

ここれれままででにに実実施施ししたた具具体体的的施施策策  

浸水被害を解消するとともに、地域の人々が自由に活

用できる多目的空間を整備（安里川河川改修事業（真嘉

比遊水地） 

生物を守り育て、豊かな自然と調和した水辺の創造、自

然の景観に配慮した多自然型川づくりの全面的実施 

地域特性及び自然環境に配慮したダム建設（羽地ダム、

北西河川総合開発、東部河川総合開発、我喜屋ダム、

儀間川総合開発） 

隣接する都市公園と一体となった水辺空間の創出（国場

川河川改修事業） 

砂防施設を有効活用し、下流河川、海域への赤土流出

を軽減（大小堀川砂防事業） 

隣接する都市公園の整備と合わせ、水と緑豊かな、地域

の交流点を創出（比謝川河川改修事業） 

河川環境の保全・整備や街づくりと一体となった河川整

備（久茂地川環境整備事業） 

生態系に配慮した砂防施設の整備（宇良川砂防事業） 

ひとびとが安心して暮らせる安全な街づくり（津花波地

区地すべり対策事業） 

情報基盤整備による洪水等に対する危機管理（緊急情

報システム、光ファイバーケーブル等の導入） 

安波・福地間の調整水路の老朽化対策を行い、水資源

の安定供給を図る（福地ダム調整水路（安波～福地））

節水型社会の形成（節水PR、沖縄に適した多角的水供

給手法の調査） 

河川周辺の歴史的な資産に着目し、歴史的環境に調和

した河川環境を創出（金城ダム建設事業） 

行政と一体となった住民参加の川づくり（天願川ふるさと

の川整備事業） 

川への住民参加（河川流域協議会、河川愛護ボランティ

ア等の導入） 

赤土砂流出対策を付加した砂防ダム等の研究 

砂防ダムへ堆積した赤土砂の有効利用の研究 

河川及びその周辺におけるマングローブの植栽による

赤土砂流出対策等の検討 

基基本本方方針針  

②美しく豊かな海と一体と

なった川づくり 

①沖縄というふるさとの歴

史や文化、風土を活かし沖

縄の象徴となる川づくり 

 
 
 
①度重なる風雨に耐えうる

治水機能を有した安全な

川づくり 
 

 
①沖縄の原風景を守り育

て 、 ア ジ ア や 太 平 洋 の

島々との共生を目指した

川づくり 

理理念念  

山・川・海・豊かな

自然が生きづく川づ

くり 

歴史にいだかれ、

ふるさとの豊かさと

やすらぎをかもしだ

す川づくり 

期待される機能を

十分に果たし、ひと

びとの豊かさを守る

川づくり 

アジアや太平洋の

島しょにひろがる

ウチナーの川づく

り 

 
③街のシンボル空間として

水辺を身近に親しむことが

出来る川づくり 
 

①沖縄らしい自然が感じら

れる川づくり 

 
②ひとびとの力で育てる川

づくり 

 
 
②ひとびとの生活に密着し

た利水機能を有するゆとり

のある川づくり 
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(2) その他事業（主要事業以外）の課題 

 

課課題題  

河河  

川川 

海海  

岸岸 

 
 
 
・新たな外来種の侵入 
 
・河川横断工作物等による回遊性生物

の回遊阻害 
 
・河川直接取水による河川環境悪化 
 
・ 中南部の河川を中心とした水質の向上
 
・地域を主体とした自然再生事業の展開
 
・ダムを利用した観光振興との連携 
 

砂砂  

防防  

 
 
 
 
・自然災害や防災に対する意識が不足 
 
・危険箇所への居住地の拡大 
 

 
 
 
・地震・津波に対する備え 
 
・観光ニーズに対応した質の高い整備 

共共  

通通

 
 
・各種提供防災情報の活用 
 
・ハード・ソフトと一体となった防災対策 

ここれれままででにに実実施施ししたた具具体体的的施施策策  現現状状評評価価  

高潮・波浪等による被害から後背地を防護するとともに景観、利用にも配慮し、砂浜を創出した（東江海岸は事業実施中） 

ダム湖での陸封化は定着しているものの、近年ダム湖へパールダニオ等の移入種が侵入しており、ダム湖に生息する絶滅危惧

種への影響が懸念されている。また、河川へのリュウキュウアユ復元に向けた取り組みが行われているものの定着に至っていな

い。河川横断工作物による回遊阻害、河川直接取水による河川環境悪化もこの要因と考えられる 

海岸法改正により国が定めた「海岸沿岸保全基本計画」に基づき平成１５年４月に策定。策定後概ね１０年間の海岸の保全と整備

について定めている 

自然豊かな環境を残す等、河畔林を保全した多自然川づくりを推進中 

都市化の進行による治水安全度低下に対応し、氾濫防御のため地域と一体となった川づくりを実施中 

都市部を流れ、近年の集中豪雨時に浸水被害が多発し、治水安全度向上のため河川改修を実施中 

国管理ダムの所在市村で取り組みが進められ、ダム祭りを始め、ダム湖の利活用（自然観察船、カヌー体験）や、特産品のＰＲな

ど、各地域の特性に応じたテーマに基づく様々な取り組みが行われている

国土保全を図るとともに、緩傾斜護岸、養浜等の海岸保全施設等を整備し、観光資源としての質及び利便性が向上した（宇座海

岸） 
事業実施により、国土保全とともに「人々が憩い、楽しみ、遊べる」安全で快適な海岸空間として創出され、「アラハビーチ」として親

しまれている（北前海岸）

土砂災害からの安全を確保するとともに、貯留型砂防ダム、荒廃地の緑化により赤土砂流出の抑制が図られている 

法面等の整備により安定が図られ、地域の民生の安定や村道の交通機能確保等に資することができた（仲順地区） 
法枠工、抑止杭工等の施工により、平成19年12月10日付けで避難解除がなされた。引き続き対策工を実施（安里地区） 

平成18年4月より発表を開始しているが、土砂災害警戒情報の発表が、必ずしも避難勧告へ直結していない 

沖縄総合事務局による防災支援として、防災情報の収集・予測・発信等に関わる技術的支援及び助言、防災対策に関わる啓発活

動をＨＰで広く一般に情報提供している 

解りやすく、使いやすい河川情報を迅速かつ安定して伝達することを目的としてシステムを構築し一般に情報提供している 

フォーラムの定期的な実施により防災意識の啓発を広く一般に行っている

河川水質は河川浄化事業の他、下水道整備等により改善傾向にあるものの環境基準値を満足するに至っていない 

地域が主体となった奥川の協議会にて自然再生の全体構想を検討中 

周辺住民の河川整備についての要望等をふまえ都市部における自然ふれあいの場・オアシス空間を創出する目的で策定し、整

備を実施中 

斜面の整備により安定が図られ、地域の民生の安定に資することができた

土砂災害から生命を守るため、土砂災害（特別）警戒区域の指定に向けた説明会等の取り組みを行っているが、住民の土砂災害

に対する認識を高める努力が必要 

全国の雨量・水位情報をリアルタイムで取得できる携帯版サイトを構築し広く一般に情報提供している

海岸被害を防除するとともに景観・環境に配慮した面的整備を実施（浜海

岸、東江海岸） 

リュウキュウアユの生息環境に配慮した川づくり 

琉球諸島沿岸海岸保全基本計画の策定 

多自然型川づくりから多自然川づくりへ（名蔵川） 

人々が集い賑わう川づくり（小波津川） 

都市部の浸水被害軽減と良好な河川環境の創造（安謝川） 

水源地域ビジョン（ダムを活用した地域づくり）の策定・実施 

国土保全と共に観光産業に資する海岸保全施設整備を実施（宇座海岸、北

前海岸） 

砂防施設を有効活用し、下流河川、海域への赤土流出を軽減（平良川砂防

事業） 

頻発する地滑り災害からの復旧（仲順地区地すべり対策事業、安里地区地

すべり対策事業） 

土砂災害警戒情報の提供 

災害情報支援センターＨＰ開設 

統一河川情報システムの導入 

防災・減災フォーラムの開催 

河川浄化事業による河川、海域の水質保全（報得川） 

自然再生への取り組み（やんばる河川・海岸再生協議会、奥川自然再生協

議会） 

国場川水系水に親しむ川づくり河川整備構想の策定（国場川） 

災害時用援護者関連施設への土砂被害を未然に防止（嘉間良地区急傾斜

崩壊対策事業） 

土砂災害防止法に基づく土砂災害（特別）警戒区域の指定 

携帯端末版「川の防災情報」の導入 
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(3) 自然条件・社会条件からのあらたな課題 

 

【あらたな課題】 

・地球温暖化による水利用（水資源・エネルギー等）への影響 

・未整備区間や普通河川での浸水被害の頻発 

・島尻泥岩地帯の大規模地すべり等の影響 

・サンゴリーフの衰退に伴う防災機能の低下 

・地球温暖化による洪水・土砂災害・高潮被害等の激化への懸念 

・施設の老朽化による機能低下や災害誘発、水利用への懸念 

・地震による既存施設への影響  

・追いつかない施設整備 
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1-2 前回懇話会の主な意見について 

 
表 1-1 第 1 回懇話会での意見と事務局の考え方 1/3 

No 主な意見 発言者 発言内容 事務局の考え方 
参照 

ページ 

諸喜田委員 

以前は｢川を考える｣懇話会だったが今回は

｢山、川、海｣となっている。どこがポイントに

なるのか？島嶼生態系の視点からは当然考え

ないといけないことだが、どこに絞って議論す

べきかとまどっている。事務局は川を中心とし

た山、海と考えているのか。 

1 

山・川・海のどこ

にポイントを置い

て考えているのか 

崎山委員 
今の時期に｢山、川、海｣というテーマは非常に

適切なテーマで重要だと思う。 

視野として流域を意識

しつつ、管理区間での

適切な対応と関係機関

や地域と連携した取り

組みを行って参りた

い。 

P1-7 

2 

サンゴの衰退の原

因については、陸

域からの窒素塩の

海域への流出増加

が考えられる 

山崎委員 

サンゴは世界中で温暖化すると全滅すると言

われているが、沖縄で衰退する原因の 1つは温

暖化よりも水質汚染のほうが早くきている。河

川を含めた畜産、農業からの窒素塩の流出によ

り、沿岸域の水質悪化が影響している。 

サンゴの衰退の原因と

して、様々な要素があ

り、今後の研究等にも

関心を持って参りた

い。 

P1-8 

諸喜田委員 

沖縄の原風景、中南部、北部、離島も含めてど

ういうふうな河川なのか、山なのか、海なのか

を考慮し、河川の工法などをどのようにするか

を考えるべき。 

崎山委員 

これまで普通に見られた種が貴重種になりつ

つある。ヤンバルクイナだけではなく、普通に

見られていたものが、5年もすれば貴重種にな

りかねないという状況。普通にあった藪がなく

なっていたとか、海岸近くの石灰岩の風衝植生

がなくなっていたなど、沖縄らしい風景が消え

ていくということがある。 

3 

生活圏と密接に関

わる小さな循環系

を重視し、沖縄の

原風景を考慮した

整備を考えるべき 

崎山委員 

従来は地域と河川との関わりがあったが、今で

は水系単位でやっていた暮らしの形が崩壊し、

かつての水源に産廃が投棄されているのが実

情。小さな循環系、小さな暮らしの単位という

のをもう一度見つめることが重要で、それが守

られているからこそ沖縄らしい風景が存在す

る。 

今後の取り組みにおい

ての重要な視点として

認識して参りたい。 

P1-9 

4 

緩衝帯の存在が重

要であり、保全・

再生を図るべき 

崎山委員 

これまで予想もしなかった災害が増えている。

最近は長い歴史の枠からはずれた土地利用が

すすみ、それにより災害などの問題が生じてい

る。緩衝帯の積極的な保全と再生により災害か

らの緩和や野生生物の保護ができるのではな

いかと思う。 

多自然川づくりの取り
組みや、土砂災害対策
等の推進において反映
させて参りたい。 

P1-10 



 
 

1-5

表 1-2 第 1 回懇話会での意見と事務局の考え方 2/3 

No 主な意見 発言者 発言内容 事務局の考え方 
参照 

ページ

津嘉山委員 
地域独特のシステムに配慮したハードの整備

とソフトの運用をどう進めていくかが重要。 

宜保先生（欠

席：津嘉山委

員より紹介） 

ハード施設の整備は地域の特性や生活と結び

つくようなかたちで整備すること。 

大城委員 

まとめの仕方として河川 1 つごとに地域の人

たちに非常に密接に関わらせるような何か仕

組みづくりみたいのができないか。 

安里委員 

山、川、海は水系であり、沖縄の人の生活は、

元は水系単位の暮らし方をしてきた。自然の目

からみた水系は人間の歴史から見ると生活系

であり、その中で河川をどう整備するかという

視点が必要だと思う。 

津嘉山委員 
やんばると都市河川は異なるなど、地域特性を

きちんと踏まえることが重要。 

5 

地域の川ごとに

山・川・海を考え

るべき 

ビジョン作りにお

いて、地域レベル

での整理ができな

いか 

安里委員 

離島では、山、川、海はほとんど一体となって

おり、小さな島に固有種が多くいる。小さい島

での河川整備のあり方も考えなければならな

い。 

ビジョンづくりの中

で地域特性の視点の

重要性に触れて参り

たい。 

－ 

津嘉山委員 

河川整備では、地域の人々の当事者意識が薄く

なっている。河川管理は行政だけでなく地域の

人が維持管理に関わっていけるようなシステ

ムが必要。 

小濱先生（欠

席：津嘉山委

員より紹介） 

社会資本整備が沖縄にどういう効果をもたら

したか検証し、県民に認識してもらうこと。 
6 

県民の当事者意識

が重要 

津嘉山委員 

県民が当事者意識を持つべく、過去のやりかた

を参照し、見直し、地域のつながりをつくり、

水とのかかわりを意識してもらうことが大切。 

県民の意識啓発等に

今後も取り組んで参

りたい。 

P1-11

前泊委員 
中水道の利用状況や取り組みがあれば、活用の

事例を聞きたい。 

津嘉山委員 

例えば観光施設やホテルなどでは二次利用を

やっていると聞いている。資料が準備できるよ

うであればお願いしたい。 
7 

中水道の利用状況

を教えてもらいた

い 

前泊委員 

中水道の使い道について、河川の維持用水やト

イレの水に使うなど、水の大切さをもう一度見

直す良い機会と思う。 

資料・情報を沖縄県、

那覇市、糸満市等か

ら入手し整理した。

P1-12
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表 1-3 第 1 回懇話会での意見と事務局の考え方  3/3 

No 主な意見 発言者 発言内容 事務局の考え方 
参照 

ページ

高平委員 
行政への要望として、河川愛護活動などの全体

を仕切る人材を育てる施策が欲しい。 

8 

個別の河川愛護団

体をネットワーク

化する事のできる

人材が重要 
崎山委員 

河川愛護活動を玉水ネットでやっているが、限

界があり、行政が地域活動のセンター機能を担

うような仕組みをつくらないと対応ができな

い。 

ビジョンづくりの中

で人材育成の重要性

に触れて参りたい。

－ 

大城委員 
最も被害の多い普通河川をどうするかビジョ

ンの中でも、どこかで考えておく必要がある。 

前泊委員 
都市河川の対策が、観光立県としても最重要課

題。 

9 

災害の多い中南部

の普通河川は二級

河川へ格上げして

安全確保を図るべ

き 

諸喜田委員 

12 年前の懇話会の時に理念を作って、その後

に事業を進めてきたが、現在は新しい問題が生

じている。中南部と北部の川をわけて考える必

要があり、災害が多い 2級河川以外については

2級河川に格上げするような施策が必要。 

未整備区間、普通河

川も含めた安全確保

の視点の重要性に触

れて参りたい。 

－ 

10 

市町村単位ででき

るような国の支援

も盛り込めない

か？ 

安里委員 

災害が普通河川で出ている現状の課題に対し

て、色々な補助を見直しながら市町村単位で出

来るような仕組みが作れないか。 

まちづくり交付金等

の助成制度の活用が

考えられるが、通常

の事業においてもま

ちづくりとの連携が

重要と認識してい

る。 

P1-15

山崎委員 

沖縄県の将来的な産業構造やビジョンを踏ま

える必要がある。インフラストラクチャーをつ

くる上で、10 年のビジョンをつくるというの

は、未来予測が難しい。観光で本当に沖縄はい

くのか、それとも製造業でいくのか、畜産でい

くのか、農産物でいくのか、それにより相当投

資のやり方が変わってくる。 
11 

将来的な産業構

造、ビジョンを踏

まえるべき 

津嘉山委員 

全体の優先順位を図っていくことは難しいが、

いずれやらないと実施の段階などではまた問

題になると思う。 

沖縄型産業振興プロ

ジェクト中長期ビジ

ョンより資料掲載。

他関連計画について

もビジョンづくりの

参考としたい。 

P1-16

12 適切な施策評価 藤田委員 
地域レベルで具体の施策を考える際には、適切

な施策の評価を重視すべき 

具体施策の実施に際

して反映して参りた

い。評価の手法につ

ても、今後の研究動

向に関心を持ち、必

要に応じ有識者のア

ドバイスを受ける等

して参りたい。 

－ 
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1  前回懇話会の主な意見と対応方針 

 
表 1-1 第 1 回懇話会での意見と対応方針 

表 1-2 第 1 回懇話会での意見と対応方針 

表 1-3 第 1 回懇話会での意見と対応方針 

（P1-6） 
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:

出典：沖縄県環境基本計画
　　　　　　　　（H15.4）

出典：沖縄県環境基本計画
　　　　　　　　（H15.4）
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ＮＯ．２ 

サンゴの衰退の原因について 

 

既往研究論文によると沿岸域の栄養塩濃度が上昇すると造礁サンゴ類は減少傾向を示し、替わ

って海藻類が増加傾向を示すことが指摘されている。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

サンゴ礁における栄養環境とその影響 論文 3)より抜粋 
 

■参考論文 

1)金城孝一・比嘉榮三郎・大城洋平(2006)沖縄県のサンゴ礁海域における栄養塩環境について,沖縄

県衛生環境研究所報 第 40 号:107-113 

2)大見謝辰男・仲宗根一哉・満本裕彰・比嘉榮三郎（2003）「陸上起源の濁水・栄養塩類のモニタ

リング手法に関する研究」．『平成 14 年度内閣府委託調査研究 サンゴ礁に関する調査研究報告書』．

pp.86-102． 

3)下田徹・市川忠史・松川康夫(1998)琉球諸島のサンゴ礁における栄養環境とそのサンゴ生育への

影響．中央水研研報 第 12 号 71-80 頁 
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出典：”美ら島沖縄”風景づくりのためのガイドライン（沖縄総合事務局）
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出典：多自然川づくり
　　　ハンドブック
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ＮＯ．６ 

県民の川への意識 

【既存アンケート調査結果からの整理】 

H17 年度に実施した全国の河川を対象とした意識調査では、沖縄県は「川に行く機会がほと

んど無い」と回答した人が 45.7%（全国平均 15.3%）を占め、川に触れあう機会が全国で極め

て低いことがわかる。 
 
 
 

 

15 .3%

45 .7％

37%

41.7%

23.2%

14.8%

2.5%

19.2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

全国 沖縄

無回答

毎週1回以上

月数回

年数回

ほとんど無し

 
 

 

図 1-2 川に関する意識調査結果 

Q1.あなたはどのぐらい川に行く機会がありますか。 

沖縄 
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ＮＯ．７ 

中水道の利用状況について 

【整理結果】 

現在までの中水利用としては、以下のモデル事業が実施され下水処理水や雨水の再利用を行っ

ている。 

１）新世代下水道支援事業（旧下水道モデル事業等） 

下水道処理水（高度処理水）を

利活用しようとするもので、沖縄

県内では県および単独公共下水道

の市において 7 事業を実施してい

る。 
 
 
 

２） 再生水利用の状況 

【沖縄県の概要】 
沖縄県の下水処理量は、約 28 万 m3/日※1でそのうちの 1 割にあたる約 2 万 8 千 m3/日※2が再

利用され、そのうち約 2 千 m3/日は高度処理された「再生水」として公共施設や集合住宅等への

供給の他、公園の修景用水等として利用されている。高度処理されていない処理水は、工事散水

用水や道路散水等にも再利用されている。 
 
※1：県管理 4 浄化センター、名護市、糸満市、うるま市、宮古島市、石垣市、本部町、読谷村の単独公共下

水道の平成 18 年度の実績値より算出（各自治体ヒアリングによる） 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

図 1-3 沖縄県の再生水利用概要 

 

下水処理量 

約 28 万 m3/日 

再利用量 

約 2.8 万 m3/日 

海域等へ放流

高度処理（再生水） 

約 0.2 万 m3/日 

工事散水 

道路散水 

植樹散水 

希釈用水 

公共施設 

集合住宅等

への供給 
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【沖縄県の再生水供給のとりくみ】 
那覇浄化センターでは下水処理水を高度処理し「再生水」として約 500m3/日程度を那覇新

都心地区を中心に有償にて供給（約 500m3/日：H18 年度実績）しており、延べ床面積が 3,000
㎡を越える公共施設、集合住宅や業務施設、公園などの水洗便所や散水用水等の雑用水として

利用されている。 
高度処理水以外の利用としては、植樹への散水、工事の散水、道路散水等に使用されており、

県の浄化センターでは無料で給水（許可制）できるようになっている。また、県の宜野湾浄化

センターの処理水は、隣接する倉浜衛生施設組合のし尿処理の希釈水として有効利用されてい

る。 

 

■那覇浄化センターの処理水の主要な供給先 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

図 1-4 那覇浄化センターの処理水供給ルート 

出典：那覇市上下水道局ホームページ 

沖縄県立那覇国際高校

那覇新都心メディアビル  県営天久高層住宅

沖縄県三重城合同庁舎 

沖縄県女性総合センター 

※写真 沖縄県下水道課 HP 
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【糸満市の取り組み】 

糸満市浄化センターは単独公共下水道として整備され、浄化センターで２次処理した下水処

理水をさらに生物膜ろ過による高度処理＋次亜塩素酸ソーダを添加後、西崎親水公園の「せせ

らぎゾーン」に修景用水として送水している。 
公園では人工のせせらぎと散策路を設け、市民がうるおいと快適さを実感できる水と緑の空

間を創出しており、平成 12 年には建設大臣賞「甦る水 100 選」を受賞している。 
規模は 400ｍ3／日（2008 年 2 月度：311m3/s 日）で比較的小規模であり、公園で利用を図

っている。 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真 1-6 親水公園「せせらぎゾーン」での利用状況 

 

【名護市の取り組み】 

名護下水処理場の処理水を高度処理後に 1.9km の配管を敷設し、名護城の麓にある中央公園

に送水、放流しその後、「源流」として幸地川に注がれている。一時枯渇していた幸地川には潤

いが戻り、平成 15 年度に水環境回復創設部門で「いきいき下水道賞」の国土交通大臣表彰受け

ている。 
なお、名護市における再生処理水の利用量は、1,420m3/日でそのうち約 4/5 が中央公園に、市

立さくら公園に 1/5 程度を放流している。 

 

 

 

 

 

 

写真 1-7 名護中央公園での利用状況 
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ＮＯ．１０ 

まちづくり交付金について 

「まちづくり交付金」とは、地域の歴史・文化・自然環境等の特性を活かした個性あふれるまちづ

くりを実施し、全国の都市の再生を効率的に推進することにより、地域住民の生活の質の向上と地域

経済・社会の活性化を図ることを目的に、平成 16 年度に創設された補助制度である。 

主な特徴としては、従来の補助事業に比べ、市町村の自主性・裁量性が大幅に向上することから、

地域の創意工夫を活かした総合的・一体的なまちづくりをすすめることが可能である。 

【整理結果】 

 
出典： http://www.tokyo-pt.jp/symposium/file/tm_machiko.pdf 

 
図 1-5 まちづくり交付金活用状況 

まちづくり交付金活用状況
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18 3 OKINAWA

4

出典：沖縄総合事務局経済産業部HP



 
 

1-17  

◇ 関連・周辺計画等の概要 ◇ 

●沖縄振興計画 

①明日への活力を生み出し、自立を促進する

産業の振興 

②国際的な交流拠点形成に向け、人、物、情

報等の結節機能の育成・強化 

③豊かな自然環境の中で人々が自然と共生す

る社会の構築 

④21 世紀を担う人材の育成、子供たちの能力

と個性が発揮できる環境整備 

⑤県民生活の向上に資する社会資本の効率

的・効果的な整備推進 

⑥県土の均衡ある発展 

⑦米軍施設・区域の整理・縮小 

 

●沖縄振興計画後期展望 

(1)自立型経済の構築に向けた産業の振興 

①質の高い観光・リゾート地の形成 

②情報通信産業の集積 

③亜熱帯性気候等の地域特性を生かした農林

水産業の振興 

④新規企業及び新規事業の創出、地域を支え

る産業の活性化等 

(2)雇用の安定と職業能力の開発 

(3)科学技術の振興と国際交流・協力の推進 

(4)環境共生型社会と高度情報通信社会の形

成 

(5)健康福祉社会の実現と安全・安心な生活の

確保 

(6)多様な人材の育成と文化の振興 

(7)持続的発展を支える基盤づくり 

(8)離島・過疎地域の活性化による地域づくり 

(9)駐留軍用地跡地の利用の促進等 

 

沖縄 21 世紀ビジョン懇話会（第１回～第６回） 

 

 

・ 地域再生に向けた文化や自然環境の再興 

・ 沖振法期限切れを見据えた自治体のあり

方 

・ 沖縄の宝（コア・コンピタンス）を活か

す自立化戦略 

・ 行政の横断的調整機能強化 

・ 自立型協働社会 

→水平的、NW 的交流・共生的社会 

・ 地域が主体となった地域ツーリズム 

・ リスク管理体制の確立 

・ 沖縄文化の保存と振興、琉球ルネッサン

ス 

・ 大規模跡地の活用のあり方 

→新都心とは異なる 

・ 戦略的な農産業振興 

・ 観光と農業のインターフェイス 

・ 第１次産業がコミュニティや文化を育成

・ 自然環境への配慮。景観の維持 

・ 容易にアクセスできない事の価値 

・ 地域力の復活 

・ 県民と行政が一緒に考えていく必要 

・ 参加することで考え意見を持つ 

・ 憧れるスター（成功モデル）の積み上げ 

・ 沖縄の宝に気づき、新産業創出支援 

・ 格好いい第１次産業 

・ 国境の離島の重要性 

・ オフショア制度の導入 

【産 業】 

 
 ●第３次沖縄県産業振興計画（素案） 

（H20.3 沖縄県） 

① 製造業等地域産業の振興 

・ 競争力のある付加価値の高い製品開発

・ 中小企業等の経営基盤強化 

・ 中心市街地の活性化 

② 地域特性を生かした新事業創出 

・ 地域資源等を有効に活用した競争力の

高い新事業の創出 

・ 産官学連携や県内外の知的財産の活用

③ 企業の立地促進 

・ 製造業等の誘致・集積 

・ 金融業務特別地区でのビル等立地 

基盤整備や新ビジネスの事業化 

④ 販路開拓と物流効率化 

・ 顧客価値を踏まえた商品開発や市場競

争力の強化 

・ 品質向上対策と物流効率化の促進 

・ 県産品の消費拡大を図るための、周

知・啓発強化 

⑤ 産業人材の育成 

・ 多様かつ中核的な産業人材の育成 

 ●第３次沖縄県情報通信産業振興計画 

（素案） 

（H20.1 沖縄県） 

情報通信関連産業振興の展開方向 

 

ア 情報サービス分野 

（ｱ）BPO 事業拠点の集積促進 

（ｲ）コールセンターの集積及び高度化の

促進 

（ｳ）データセンターの集積及び高度化の

促進 

（ｴ）ASP・SaaS 型ビジネスの育成 

 

イ ソフトウェア開発分野 

（ｱ）ソフトウェア・オフショア（ニアシ

ョア）開発の活性化 

（ｲ）市場創造型ソフトウェア開発ビジネ

スの創出 

（ｳ）OSS 開発ビジネスの活発化 

（ｴ）ソフトウェア開発関連の高付加価値

型ビジネスの立上げ 

（ｵ）組み込みソフトウェア開発ビジネス

の集積 

 

ウ コンテンツ分野 

（ｱ）デジタルコンテンツライブラリセン

ターの構築支援 

（ｲ）ASP・SaaS と一体化したモバイルコ

ンテンツの開発促進 

（ｳ）ゲーム開発・コンテンツ制作ビジネ

スの拡大促進 

【経 済】 

 

【国土利用】 

 
 ●第４次沖縄県国土利用計画（案） 

（H20.2.1 時点） 

沖縄県企画部土地対策課 

■県土利用をめぐる基本的条件の変化 

（1） 県土の有効利用 

（2） 県土利用の質的向上 

・大規模地震・津波の発生の懸念 

・自然災害の恐れのある地域への居住地

の拡大 

・ライフラインへの依存度の高まりと管

理水準の低下 

・地球温暖化の進行、海水温上昇によるサ

ンゴの白化にともなう生態系への影響

や海面上昇による海岸浸食等、自然の物

質循環への負荷増大にともなって生じ

る問題への対応 

・安全と環境、人の営みと自然の営みの調

和 

（3） 総合的な観点からの県土利用の能動

的マネジメント 

（4） 米軍基地の返還と跡地利用 

■計画期間中の基本的課題と方針 

（1） 土地需要の量的調整 

（2） 県土利用の質的向上 

① 安全で安心できる県土利用 

② 循環と共生を重視した県土利用 

③ 美しくゆとりある県土利用 

④ 県土利用の総合的なマネジメント 

⑤ 米軍施設・区域 

⑥ その他 

■利用区分別の県土利用の基本的方向 

○水面・河川・水路 

・流域の特性に応じた健全な水循環系の

構築を通じた自然環境の保全・再生 

・自然の水質浄化作用、生物の多様な生

息・生育環境等多様な機能の維持・向上

 ●沖縄経済振興 21世紀プラン 

（H12.8 沖縄政策協議会） 

１．主要分野における産業振興 

（1） 加工交易型産業の振興 

（2） 観光・リゾート産業の新たな展開 

・琉球歴史回廊の形成等 

・地域観光資源を活用した滞在型・参加型

観光の促進 

・エコツーリズムの推進 

（3） 国際的なネットワークを目指す情報

通信産業の育成 

（4） 農林水産業の新たな展開 

２．産業振興のための横断的な取り組み 

（1） 新規事業の創出支援体制の充実 

（2） 研究開発と国際交流の促進 

（3） 人材の育成と雇用の確保 

（4） 環境共生型地域の形成 

（5） 産業活動を支えるインフラ等の整備

【社会資本】 

 
 ●第３次沖縄県社会資本整備計画（素案）

（H20.1 沖縄県） 

１．産業振興を支援する社会資本整備 

（1）美しい県土の形成と自然の保全・再生

２．環境と調和した社会資本の整備 

（11）河川の整備 

（12）ダムの整備 

（13）砂防施設等の整備 

（14）海岸保全施設等の整備 

３．持続的発展を支える基盤づくり 

（4）安定した水資源の確保 

【福祉・保健】 

 
 ●第３次沖縄県福祉保健推進計画（素案）

（H20.3 沖縄県） 

1. 健康長寿の推進 

 

2. 子どもが健やかに生まれ育つ環境づくり

 

3. 高齢者が安心して暮らせる環境づくり 

 

4. 障害のある人が活動できる環境づくり 

 

5. 保健衛生の推進 

⑩水道水質の改善及び施設の耐震化推進

 

6. 保健医療体制の整備 

 

7. 地域福祉社会の形成 

⑥障害者、ひとり暮らし高齢者等の防災

対策として、地域住民、ボランティア等

に対する啓発活動の推進 

【文 化】 

 
 ●第３次沖縄県文化振興計画（素案） 

（H20.1 沖縄県） 

（1） 沖縄の伝統文化の保存・継承 

 

エ 世界文化遺産や指定文化財をはじめ

とする文化資源の適切な保全と活用

 

（2） 文化芸術に対する感性をはぐくむ 

 

（3） 文化活動支援の充実 

 

（4） 内部体制の充実と支援の方向 

 

【観 光】 

 
 
●第３次沖縄県観光振興計画（素案） 

（H20.1 沖縄県） 

1. 国際的海洋性リゾート地の形成 

（1） 観光まちづくりの推進 

→景観形成 

（2） 観光地の魅力の増進 

→海岸整備、水源地域の観光振興 

（3） 観光客の移動の円滑化 

（4） 公共施設の整備 

→良好な水辺環境の整備 

（5） 持続可能な観光地づくりの推進 

→赤土等流出防止対策の推進 

多様な野生生物の生息・生育環境保全

2. 国民の総合的な健康保養の場の形成と体

験・滞在型観光の推進 

（1） 健康保養型観光の推進 

（2） エコツーリズムの推進 

（3） グリーンツーリズムの推進 

（4） 文化交流型観光の推進→世界遺産 

（5） 体験滞在・交流の推進 

3. コンベンション・アイランドの形成 

（1） コンベンション等の誘致 

（2） MICE 機能及び受入体制の充実 

4. 国内外の観光客受入体制の整備と誘客活

動強化 

（1） 観光客受入体制の確保 

→観光の安全・安心対策の推進 

（2） 沖縄の宣伝と観光客の来訪の促進 

（3） 観光の利便性の増進 

5. 産業間の連携の強化 

（1） 観光土産品のブランド確立 

（2） 観光関連産業と農林水産業の連携に

よる地産地消の推進 

（3） 観光との連携による関連産業の振興

【国際交流・協力】 

 
 ●第３次沖縄県国際交流・協力推進計画

（素案） 

（H20.3 沖縄県） 

1. 国際化に対応する人材の育成・確保 

2. 国際化に対応する環境づくり 

3. 国際交流の推進 

4. 国際協力の推進 

（1）外国人留学生・技術研究員の受入体

制の強化 

（2）JICA 沖縄等との連携 

・JICA 等研究員の県機関での受入 

（3）技術協力の促進 

（4）平和構築の推進 

（5）国連機関を含む国際機関等の誘致可

能性の検討 

5. 国際交流・協力拠点の形成を目指した 

基盤整備 

6. 世界各地とのネットワーク形成 

【教 育】 

 
 ●第３次沖縄県教育推進計画（素案） 

（H20.3 沖縄県教育委員会） 

1. 生涯学習の推進 

 

2. 学校教育の充実 

 

3. 国際化・情報化への対応 

 

4. 青少年の健全育成 

 

5. 社会教育の充実 

 

6. スポーツの振興 

 

7. 文化の振興 

（1）文化財の保護と活用 

 

8. 教育行政の充実 

【農林水産】 

 
 

●第３次沖縄県農林水産業振興計画 

（素案） 

（H20.3 沖縄県） 

1. おきなわブランドの確立と生産供給体制

の強化 

 

2. 流通・販売・加工対策の強化 

 

3. 農林水産業・農産漁村を支える担い手の

育成・確保 

 

4. 農林水産業技術の開発・普及 

 

5. 亜熱帯・島しょ性に適合した農林水産業

の基盤整備 

 

6. 多面的機能を生かした農産漁村の活性化

 

7. 環境と調和した農林水産業の推進 

 

（2）赤土等流出防止対策の推進 

（3）有機資源等循環システムの推進 

イ 家畜排せつ物等のバイオマスの利活

用による資源循環システムの推進 

・家畜排せつ物処理の適正化対策及

び処理施設整備対策 

・簡易低コスト家畜排せつ物処理施

設 

【雇 用】 

 
 ●第３次沖縄県職業安定計画（素案） 

（H20.3 沖縄県） 

1. 雇用機会の創出・拡大と求職者支援 

 

2. 若年労働者の雇用促進 

 

3. 職業能力の開発と人材育成 

 

4. 働きやすい環境づくり 

 

5. 駐留軍等労働者の雇用対策の推進 

 

【環境保全】 

 
 ●第３次沖縄県環境保全実施計画（素案）

（H20.1 沖縄県） 

環境保全の基本方向 

（1）廃棄物・リサイクル対策 

 

（2）自然生態系 

 

（3）環境教育 

 

（4）赤土等流出防止対策 

 ・流域協議会の支援 

 ・開発事業の審査・監視指導徹底 

 

（5）地球温暖化 

 

（6）大気環境・騒音・悪臭 

 

（7）水環境・土壌 

 ・排水規制対象事業場の監視指導及び地

域住民の河川浄化に対する意識啓発 

 ・地下水及び土壌汚染防止のための排水

規制、地下浸透規制の実施、浄化等の

措置に関する指導・助言 

 

（8）化学物質等 

 

（9）基地公害 

・ 人材育成プログラムと実行が重要 

・ 日本は戦後 62 年、沖縄は復帰 35 年 

・ 与那国などの離島は国土防衛・経済上重

要 

・ ウォーターフロントの再開発 

・ 県民との議論の共有、県民自ら考える演

出の重要性 


